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定款の⼀部変更に関するお知らせ 

当社は、平成 24 年 5 ⽉ 18 ⽇開催の取締役会において、「定款⼀部変更の件」を平成 24 年 6 ⽉
17 ⽇開催予定の第 17 期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知
らせいたします。 
 

記 
 
1．定款変更の⽬的 
 (1) 株主総会及び取締役会の運営に柔軟性を持たせるため、現⾏定款第 14 条及び第 23 条につい

て所要の変更を⾏うものであります。 
 (2) 経営基盤の⼀層の強化と充実を図るため、現⾏定款第 22 条について所要の変更を⾏うもの

であります。 
 
2．定款変更の内容 
 変更の内容は次のとおりです。 

 （下線は変更部分を⽰します。） 
現 ⾏ 定 款 変 更 案 

第 3 章 株主総会 第 3 章 株主総会 
（招集権者及び議⻑） （招集権者及び議⻑） 
第14条 株主総会は、法令に別段の定めがある場

合を除き、取締役会の決議によって、取
締役社⻑が招集する。取締役社⻑に事故
があるときは、あらかじめ取締役会にお
いて定めた順序により、他の取締役が招
集する。 

第14条 株主総会は、法令に別段の定めがある
場合を除き、取締役会の決議によっ
て、取締役会⻑⼜は取締役社⻑が招集
する。取締役会⻑及び取締役社⻑に事
故があるときは、あらかじめ取締役会
において定めた順序により、他の取締
役が招集する。 

２ 株主総会においては、取締役社⻑が議⻑
となる。取締役社⻑に事故があるとき
は、あらかじめ取締役会の定めた順序に
より、他の取締役が議⻑となる。 
 

２ 株主総会においては、取締役会⻑⼜は
取締役社⻑のうち、あらかじめ取締役
会の決議で定めた取締役が議⻑とな
る。取締役会⻑及び取締役社⻑に事故
があるときは、あらかじめ取締役会の
定めた順序により、他の取締役が議⻑
となる。 
 



 

 

 

 （下線は変更部分を⽰します。） 
現 ⾏ 定 款 変 更 案 

第４章 取締役及び取締役会 第４章 取締役及び取締役会 
（役付取締役及び代表取締役） （役付取締役及び代表取締役） 
第22条 取締役会の決議によって、取締役の中か

ら、取締役社⻑１名を選定し、必要に応
じて、取締役会⻑１名、取締役副社⻑、
専務取締役及び常務取締役各若⼲名を選
定することができる。 

第22条 取締役会の決議によって、取締役の中
から、取締役社⻑１名を選定し、必要
に応じて、取締役会⻑１名、取締役副
会⻑、取締役副社⻑、専務取締役及び
常務取締役各若⼲名を選定することが
できる。 

2 代表取締役は、取締役会の決議により選
定する。 

 ＜現⾏どおり＞ 

3 取締役社⻑は、取締役会の決議に基づき
業務の執⾏を統括する。 

 ＜現⾏どおり＞ 

（取締役会の招集及び議⻑） （取締役会の招集及び議⻑） 
第23条 取締役会は、法令に別段の定めがある場

合のほか、取締役社⻑が招集し、その議
⻑となる。 

第23条 取締役会は、法令に別段の定めがある
場合のほか、取締役会⻑⼜は取締役社
⻑が招集し、その者が議⻑となる。 

２ 取締役社⻑に事故があるときは、あらか
じめ取締役会で定めた順序により、他の
取締役が議⻑となる。 

２ 取締役会⻑及び取締役社⻑に事故があ
るときは、あらかじめ取締役会で定め
た順序により、他の取締役が議⻑とな
る。 

３ 取締役会の招集通知は、会⽇の３⽇前に
各取締役及び各監査役に対して発するも
のとする。ただし、緊急の必要があると
きは、この期間を短縮することができ
る。 

３ ＜現⾏どおり＞ 

（注）上記に記載されていない条項については変更ありません。 
 
３．⽇程 
 （１）定款⼀部変更のための株主総会開催⽇  平成 24 年 6 ⽉ 17 ⽇（⽇曜⽇） 
 （２）定款⼀部変更の効⼒発⽣⽇       平成 24 年 6 ⽉ 17 ⽇（⽇曜⽇） 
 

以 上 


